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障
害
の
あ
る
人
が
住
み
な
れ

た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
４

月
に
障
害
者
自
立
支
援
法
が
施

行
さ
れ
ま
し
た
。
同
法
は
、
障

害
の
種
類
（
身
体
、
知
的
、
精

神
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
で

き
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
体
系
を

一
本
化
し
て
、
障
害
の
あ
る
人

々
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
に

策
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
　

月
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の

１０

「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
」
と
「
施
設

サ
ー
ビ
ス
」
か
ら
、「
自
立
支
援

給
付
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）」

に
変
更
さ
れ
、
市
が
実
施
す
る

「
地
域
生
活
支
援
事
業
」
と
あ

わ
せ
て
、
障
害
の
あ
る
人
へ
の

福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
計
画
的

に
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

　

【
問
合
せ
・
申
請
先
】
身
体

障
害
者
・
療
育
手
帳
を
も
つ
人

…
障
害
福
祉
課
（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
１
９
４
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７

９
８
・
３
５
・
５
３
０
０
）
▽

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を

も
つ
人
…
保
健
所
健
康
増
進
課

（
０
７
９
８
・
２
６
・
３
６
６
９
）

　

新
し
い
受
給
者
証
を
交
付

　

現
在
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
い
る
人
に
は
、
新
し
い
受
給

者
証
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
受

給
者
証
は
、「
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
受
給
者
証
」
と
「
移
動
支

援
事
業
受
給
者
証
」
の
２
種
類

が
あ
り
ま
す
。
現
在
利
用
し
て

い
る
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
、
ど

ち
ら
か
１
種
類
ま
た
は
両
方
を

送
付
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
引

き
続
き
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

場
合
は
、
利
用
す
る
事
業
者
と

契
約
等
の
手
続
き
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
新
た
に
申
請
す
る
人

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
窓
口
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

す
で
に
本
紙
８
月　

日
号
で

２５

お
知
ら
せ
し
ま
し
た
と
お
り
、

　

月
か
ら
補
装
具
と
日
常
生
活

１０用
具
が
見
直
さ
れ
、
蓄
便
（
尿
）

袋
や
紙
お
む
つ
な
ど
は
日
常
生

活
用
具
に
変
更
に
な
る
な
ど
、

給
付
対
象
品
目
が
変
わ
り
ま
す
。

　

利
用
者
負
担
は
い
ず
れ
も
原

則
１
割
負
担
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
補
装
具
と
日
常
生
活
用

具
と
の
利
用
者
負
担
を
合
算
し

て
、
所
得
に
応
じ
た
負
担
上
限

月
額
（
下
表
参
照
）
を
設
け
て

い
ま
す
。

　

市
が
実
施
す
る

「
地
域
生
活
支
援
事

業
」
の
利
用
者
負
担

は
１
割
負
担
が
原
則

で
す
が
、「
移
動
支

援
」、「
日
中
一
時
支

援
」、「
生
活
支
援
」

の
３
つ
の
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
た
場
合
に

は
、市
独
自
に
、障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
介

護
給
付
、
訓
練
等
給

付
）
の
利
用
者
負
担

と
合
算
し
て
月
額
負

担
上
限
管
理
を
行
い
、

上
限
額
を
こ
え
た
場

合
の
金
額
を
還
付
し

ま
す
。
該
当
者
に
は
、
手
続
き

等
を
案
内
し
ま
す
。

《
お
わ
び
と
訂
正
》

　

８
月　

日
号
２
面
記
事
内
で
、

２５

「
色
め
が
ね
」は　

月
か
ら
補
装

１０

具
か
ら
日
常
生
活
用
具
に
変
更

と
掲
載
し
ま
し
た
が
、
正
し
く

は
、
対
象
品
目
か
ら
廃
止
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
補
装
具
か
ら

日
常
生
活
用
具
に
変
更
に
な
る

品
目
に
「
頭
部
保
護
帽
」
が
加

わ
り
ま
す
。
お
わ
び
し
て
訂
正

し
ま
す
。

《世帯の収入状況による負担上限月額》

　

市
は
、
素
案
の
ま
と
ま
っ
た

次
の
プ
ラ
ン
・
計
画
・
条
例
に

つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら

の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
い
た

だ
い
た
ご
意
見
を
参
考
に
、
そ

れ
ぞ
れ
策
定
作
業
を
す
す
め
る

予
定
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
素
案
は
、
各
担
当

課（
申
込
先
）や
市
役
所
本
庁
舎

１
階
総
合
案
内
所
横
、
各
支
所

・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

ア
ク
タ
西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で

配
布
す
る
ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス
は
ペ
ー
ジ

下
参
照
）
に
も
掲
載
し
て
い
ま

す
。

　

応
募
方
法
は
、
各
素
案
へ
の

意
見
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
を
書
き
、
郵
送
か
Ｅ

メ
ー
ル
で
９
月　

日
〜　

月　

２５

１０

２４

日
（
必
着
）
に
各
申
込
先
へ
。

　

※
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
市

の
見
解
と
と
も
に
公
表
（
氏
名

等
個
人
情
報
は
除
く
）し
ま
す
。

電
話
で
の
意
見
の
受
付
や
意
見

に
対
す
る
個
別
回
答
は
行
い
ま

せ
ん

　　

市
は
、
男
女
が
性
別
に
関
わ

り
な
く
、
個
性
と
能
力
を
十
分

に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
男

女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
図

る
た
め
の
施
策
の
指
針
と
し
て

「
西
宮
市
男
女
共
同
参
画
プ
ラ

ン
」
の
策
定
を
す
す
め
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
西
宮
市
男
女
共

同
参
画
懇
話
会
等
の
意
見
を
参

考
に
検
討
し
て
き
ま
し
た
。
同

プ
ラ
ン
は
現
行
の
「
西
宮
市
新

女
性
プ
ラ
ン
」
の
全
面
的
な
改

定
に
な
り
ま
す
。

　

【
申
込
・
問
合
せ
先
】
男
女

共
同
参
画
セ
ン
タ
ー　

ウ
ェ
ー

ブ
（
〒
６
６
３�
８
２
０
４
高

松
町
４
―
８�
０
７
９
８
・
６

４
・
９
４
９
５
Ｅ
メ
ー
ルv

o
_

jy
o
se
i@
n
ish
i.o
r.jp

）　

　

市
は
、
「
第
２
次
西
宮
市
情

報
化
推
進
計
画
」
に
つ
い
て
、

素
案
を
ま
と
め
ま
し
た
。
同
計

画
は
、
本
市
の
情
報
化
施
策
の

基
本
的
方
向
を
示
す
も
の
で
、

「
心
か
よ
う　

開
か
れ
た　

電

子
自
治
体
」
を
基
本
理
念
に
、

誰
も
が
情
報
化
の
恩
恵
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現

に
向
け
て
策
定
す
る
も
の
で
す
。

　

【
申
込
・
問
合
せ
先
】
情
報

政
策
グ
ル
ー
プ
（
〒
６
６
２�

８
５
６
７
六
湛
寺
町　
�
３�
１０

０
７
９
８
・
３
５
・
３
７
３
０

Ｅ
メ
ー
ルv

o
_
jy
o
sy
s@
n
i

sh
i.o
r.jp

）

　

市
は
、市
や
事
業
者
の
責
務
、

消
費
者
の
果
た
す
べ
き
役
割
な

ど
を
明
ら
か
に
し
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
消
費
生
活
の
安
定
お
よ

び
向
上
を
め
ざ
す
「（
仮
称
）
西

宮
市
消
費
生
活
条
例
」
の
策
定

を
す
す
め
て
い
ま
す
。　

　

【
申
込
・
問
合
せ
先
】
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
（
〒
６
６
３�

８
０
３
５
北
口
町
１�
１
ア
ク

タ
西
宮
西
館
５
階�
０
７
９
８

・
６
９
・
３
１
５
９
Ｅ
メ
ー
ル

v
o
_
sy
o
h
ise
i@
n
ish
i.o
r.j

p

）

　

９
月　

日
で
任
期
満
了
に
な

３０

る
藤
田
忠
穂
助
役
の
後
任
に
、

安
富
保
西
宮
市
民
共
済
生
活
協

同
組
合
副
理
事
長
の
就
任
が
９

月
定
例
市
議
会
で
同
意
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
同
じ
く
任
期
満

了
に
な
る
平
瀬
和
彦
水
道
事
業

管
理
者
の
後
任
に
井
田
佳
樹
水

道
局
次
長
が
就
任
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
任
期
は
い
ず
れ

も　

月
１
日
か
ら
４
年
間
で
す
。

１０

　

な
お
、収
入
役
に
つ
い
て
は
、

地
方
自
治
法
の
改
正
に
と
も
な

い
、
平
成　

年
４
月
に
廃
止
さ

１９

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
平

成　

年
９
月　

日
で
任
期
満
了

１８

３０

に
な
る
進
木
伸
次
郎
収
入
役
の

後
任
に
つ
い
て
は
、
選
任
し
ま

せ
ん
。

　

９
月
定
例
市
議
会
は
「
西
宮

市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
の
件
」
な
ど
議
案

　

件
を
可
決
す
る
な
ど
し
て
、

２７９
月　

日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

１２

　

こ
の
な
か
で
、
９
月　

日
で

３０

任
期
満
了
の
井
ノ
元
由
紀
子
教

育
委
員
会
委
員
を
再
任
（
任
期

は
４
年
）
す
る
な
ど
の
人
事
案

件
に
同
意
し
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
の
内
容
な
ど
詳
細

は
、　

月　

・　

日
に
戸
別
配

１０

２４

２５

布
す
る「
西
宮
市
議
会
だ
よ
り
」

に
掲
載
し
ま
す
。

　

問
合
せ
は
議
会
事
務
局
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
３
７
７
）

へ
。　

　

な
お
、　

月
定
例
市
議
会
は
、

１２

　

月
１
日
か
ら　

日
ま
で
の
日

１２

２２

程
で
開
か
れ
る
予
定
で
す
（
事

情
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
）。

　

市
は
、
西
宮
市
地
域
保
健
推

進
協
議
会
の
次
期
委
員
の
う
ち

２
人
を
一
般
公
募
し
ま
す
。

　

【
対
象
】
平
成　

年　

月
２

１８

１０

日
現
在
、
本
市
に
１
年
以
上
在

住
・
在
勤
の　

歳
以
上　

歳
未

２０

７３

満
の
人

　

【
任
期
】
平
成　

年
２
月
１

１９

日
〜　

年
１
月　

日

２１

３１

　

【
応
募
方
法
】
所
定
の
申
込

書
に
「
地
域
保
健
に
つ
い
て
」

を
テ
ー
マ
に
し
た
小
論
文
（
８

０
０
字
程
度
）
を
添
え
て
、　
１０

月
２
日
〜　

月
１
日
（
必
着
）

１１

に
保
健
総
務
課
（
〒
６
６
２�

０
８
５
５
江
上
町
３�
　

保
健

２６

所
２
階�
０
７
９
８
・
２
６
・

３
６
８
１
）
へ
持
参
ま
た
は
郵

送
を　

※
申
込
書
は
同
課
で
配

布
し
て
い
る
ほ
か
、
保
健
所
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
:/
/
ta

n
p
o
p
o
.n
ish
i.o
r.jp
/
h
o
k

e
n
jo
/

）
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す

　

健
康
保
険
法
施
行
令
の
改

正
に
と
も
な
い
、
国
民
健
康

保
険
加
入
者
の
出
産
育
児
一

時
金
の
支
給
額
が
増
額
さ
れ

ま
し
た
。　

月
１
日
以
降
の
出

１０

産
か
ら
は
、
出
生
児
１
人
に
つ

き　

万
円
（
９
月　

日
以
前
は

３５

３０

　

万
円
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

３３

　

支
給
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。
申
請
方
法
な

ど
詳
し
く
は
、
国
民
健
康
保

険
グ
ル
ー
プ
（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
１
２
０
）
へ
問
合

せ
を
。
国
民
健
康
保
険
以
外

の
健
康
保
険
加
入
者
は
、
各

加
入
保
険
担
当
窓
口
へ
問
合

せ
を
。

　

精
神
保
健
福
祉
法
施
行
規
則
の
改
正
に
よ
り
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
に
顔
写
真
を
張
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
　

月
２
日
以
降
、
新
た
に
手
帳
の
申
請
・
更
新
の
手
続
き
を

１０
す
る
人
は
、
こ
れ
ま
で
の
必
要
書
類
に
加
え
て
、
手
帳
に
張
る

た
め
の
顔
写
真
も
申
請
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
写
真
の

サ
イ
ズ
は
縦
４
㌢
×
横
３
㌢
で
、
１
年
以
内
に
撮
影
さ
れ
た
、

上
半
身
の
も
の
（
肩
か
ら
上
で
脱
帽
。カ
ラ
ー
か
白
黒
）
で
す
。

　

詳
し
く
は
保
健
所
健
康
増
進
課
（
０
７
９
８
・
２
６
・
３
６

６
９
）
へ
問
合
せ
を
。

�
�

�
�
�
�
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４
月
か
ら
、
９
歳
未
満
の
小

児
の
治
療
用
眼
鏡
・
コ
ン
タ
ク

ト
レ
ン
ズ
の
購
入
に
健
康
保
険

が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
申
請
に
よ
り
、
購
入

金
額
の
一
部
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
対
象
は
、
弱
視
、
斜
視
、

先
天
白
内
障
術
後
の
屈
折
矯
正

の
た
め
の
治
療
用
眼
鏡
・
コ
ン

タ
ク
ト
レ
ン
ズ
に
限
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
国
民
健
康
保
険
グ

ル
ー
プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・

３
１
２
０
）
へ
問
合
せ
を
。
国

民
健
康
保
険
以
外
の
健
康
保
険

加
入
者
は
、
各
加
入
保
険
担
当

窓
口
へ
問
合
せ
を
。

東
・
鳴
尾
北
・
山
口
小
学
校
▽

　

月　

日
…
西
宮
浜
・
夙
川
・

１０

１７

苦
楽
園
・
神
原
・
大
社
・
広
田

・
平
木
・
高
木
・
瓦
木
・
上
甲

子
園
・
用
海
・
鳴
尾
・
鳴
尾
東

・
船
坂
・
生
瀬
小
学
校
▽　

月
１０

　

日
…
香
櫨
園
・
段
上
・
樋
ノ

１８口
・
津
門
・
春
風
・
甲
子
園
浜

・
東
山
台
小
学
校
▽　

月　

日

１０

２０

…
浜
脇
・
北
夙
川
・
上
ケ
原
・

段
上
西
・
今
津
・
小
松
・
北
六

甲
台
小
学
校
▽　

月　

日
…
高

１０

２４

須
西
・
名
塩
小
学
校

　

健
康
診
断
日
に
欠
席
す
る
と

き
は
、
該
当
の
小
学
校
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。
事
情
に
よ
り

健
康
診
断
を
受
診
で
き
な
い
場

合
で
も
、
来
年
１
月
末
ご
ろ
に

就
学
通
知
書
を
送
り
ま
す
。

　

健
康
診
断
に
つ
い
て
の
問
合

せ
は
学
校
保
健
グ
ル
ー
プ
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
８
６
０
）へ
。

　

【
健
康
診
断
日
・
会
場
】　
１０

月　

日
…
安
井
・
甲
陽
園
・
甲

１６
東
・
上
ケ
原
南
・
深
津
・
瓦
林

・
南
甲
子
園
・
高
須
南
・
高
須

て
行
う
も
の
で
す
が
、
特
別
な

準
備
は
一
切
不
要
で
す
。　

　

対
象
は
、
平
成　

年
（
２
０

１２

０
０
年
）
４
月
２
日
か
ら　

年
１３

（
２
０
０
１
年
）４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
幼
児
で
す
。
９
月

　

日
現
在
、
市
内
に
住
民
登
録

２１を
し
て
い
る
人
や
就
学
申
請
を

し
て
い
る
外
国
籍
の
人
に
は
、

就
学
時
健
康
診
断
通
知
ハ
ガ
キ

を
９
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

通
知
が
届
か
な
い
場
合
は
、
学

事
グ
ル
ー
プ
（
０
７
９
８
・
３

５
・
３
８
８
２
）
へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
９
月　

日
２２

以
降
に
転
入
し
た
人
は
、
転
入

届
を
行
う
窓
口
で
お
渡
し
す
る

「
小
学
校
入
学
手
続
案
内
」に
従

っ
て
く
だ
さ
い
。

　

教
育
委
員
会
は
、
来
年
４
月

に
市
立
小
学
校
へ
入
学
す
る
幼

児
を
対
象
に
、
就
学
時
健
康
診

断
を　

月
に
実
施
し
ま
す
。
同

１０

健
康
診
断
は
法
律
に
も
と
づ
い

「
西
宮
市
男
女
共
同
参
画
プ
ラ

ン
」（
素
案
）へ
の
意
見
募
集

「
第
２
次
西
宮
市
情
報
化
推
進

計
画
」（
素
案
）へ
の
意
見
募
集

「（
仮
称
）西
宮
市
消
費
生
活
条

例
」（
素
案
）へ
の
意
見
募
集

補
装
具
と
日
常
生
活
用
具
の

  
給
付
制
度
も
変
わ
り
ま
す

市
独
自
の
利
用
者

 
負
担
軽
減
措
置
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　 井田佳樹
水道事業管理者

安富保
  助役

10月から新し10月から新しいい
福祉サービス　福祉サービスにに

障害者自立支援法の施行にもとづ障害者自立支援法の施行にもとづきき新助役に安富保氏

収入役の後任は選任せず

９
月
市
議
会
が

閉
会
し
ま
し
た

皆さんからの
　意見を募集します

素案のまとまった計画等について

出
産
育
児
一
時
金
が
増
額
さ
れ
ま
す

　

月
１
日
以
降
の
出
産
か
ら

10
西宮市地域保健推進
  協議会の委員を公募
申込は10月２日から

 健康保険が
適用されます

小児の治療用眼鏡などに

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
に
顔
写
真
を

　

月
２
日
以
降
の
手
続
き
か
ら 

10

就学時健康診断
来春市立小学校入学予定の
　　　幼児を対象に実施

井田佳樹氏新水道事業
  管理者に


